
自家消費プラン助成金における助成対象機器等登録要綱 新旧対照表 

         （令和３年 11 月改正分） 

新 旧 

自家消費プラン助成金における助成対象機器等登録要綱 

 

（制定）令和２年６月１１日付２都環公温地第５８５号 

（改正）令和３年１１月２６日付３都環公温地第１８３９号 

 

第１条～第８条 （現行の通り） 

 

（データ提供頻度） 

第９条 データ提供窓口は、助成対象住宅の助成対象機器等から送信された各

家庭の電力データ等を、当該助成金の交付を決定した日の属する年度の４

月１日から起算して６年間、データ疎通証明書類に記載されている助成対

象機器等からデータ提供窓口へ電力データ等が送信された日付から、次の

表の第一覧に掲げる期日までに新たに取得した電力データ及び機器番号等

について、当該第二欄に掲げる期間において電力データ管理システムへア

ップロードすること。 

データ提供時期 第一欄 第二欄 

4月期 3月 31日 4月 1日から 4月 14日まで 

7月期 6月 30日 7月 1日から 7月 14日まで 

10月期 9月 30日 10月 1日から 10月 14日まで 

1月期 12月 31日 1月 4日から 1月 17日まで 

 

自家消費プラン助成金における助成対象機器等登録要綱 

 

（制定）令和２年６月１１日付２都環公温地第５８５号 

 

 

第１条～第８条 略 

 

（データ提供頻度） 

第９条 データ提供窓口は、助成対象住宅の助成対象機器等から送信された各

家庭の電力データ等を、当該助成金の交付を決定した日の属する年度の４

月１日から起算して６年間、データ疎通証明書類に記載されている助成対

象機器等からデータ提供窓口へ電力データ等が送信された日付から、次に

掲げる期日までに新たに取得した電力データ及び機器番号等について、各

期日から１４日以内に電力データ管理システムへアップロードすること。

ただし、令和２年度においては公社が指定する日付から１４日以内に電力

データ管理システムへアップロードすること。 

ア ６月３０日 

イ ９月３０日 

ウ １月４日 

エ ３月３１日 

 



 

 

第 10条 （現行の通り） 

 

（データ提供実績の報告） 

第 11条 データ提供窓口は、各年度に電力データ管理システムへ電力データ

及び機器番号等をアップロードした件数及び月数について、３月３１日ま

でに、データ提供実績報告書（別記第４号様式）を公社に提出しなければ

ならない。 

 

第12条～第19条 （現行の通り） 

 

 

附 則（令和２年６月１１日付２都環公温地第５８５号）  

 この要綱は、令和２年６月１５日から施行する。 

 

  附 則（令和３年１１月２６日付３都環公温地第１８３９号）  

 この要綱は、令和３年１２月６日から施行する。 

 

第 10条 略 

 

（データ提供実績の報告） 

第 11 条 データ提供窓口は、各年度の３月３１日までに電力データ管理シス

テムへ電力データ及び機器番号等をアップロードした件数について、４月

３０日までに、データ提供実績報告書（別記第４号様式）を公社に提出し

なければならない。 

 

第12条～第19条 略 

 

 

附 則（令和２年６月１１日付２都環公温地第５８５号）  

 この要綱は、令和２年６月１５日から施行する。 


